
保
険
料
の
納
付
 

 　
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
は
、
原
則

と
し
て
年
金
天
引
き
（
特
別
徴
収
）
で

す
が
、
年
金
の
額
な
ど
に
よ
っ
て
は
、

納
付
書
や
口
座
振
替
（
普
通
徴
収
）
で

の
納
付
に
な
り
ま
す
。
 

　
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
を
平
成
21

年
２
月
の
年
金
か
ら
天
引
き
さ
れ
て
い

た
人
は
、
本
人
が
口
座
振
替
へ
納
付
変

更
申
請
を
し
て
い
な
い
場
合
、
原
則
と

し
て
４
月
以
降
も
年
金
天
引
き
と
な
り

ま
す
。
そ
れ
以
外
の
人
の
平
成
21
年
度

の
保
険
料
は
、
納
付
書
や
口
座
振
替
で

の
納
付
と
な
り
、
保
険
料
額
決
定
通
知

書
が
７
月
下
旬
ま
で
に
送
ら
れ
ま
す
。

た
だ
し
、
10
月
か
ら
年
金
天
引
き
に
切

り
替
わ
る
場
合
も
あ
り
ま
す
の
で
、
通

知
書
を
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。
 

　
ま
た
、
年
金
天
引
き
の
対
象
と
な
る

人
も
、
口
座
振
替
へ
変
更
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。
 

 年
金
天
引
き
か
ら
口
座
振
替
へ
納
付
変

更
を
す
る
際
の
注
意
点
 

◆
年
金
天
引
き
が
中
止
さ
れ
る
ま
で
に

約
３
カ
月
か
か
り
ま
す
。
 

◆
口
座
か
ら
の
振
替
不
能
が
一
定
期
間

続
く
場
合
は
、
年
金
天
引
き
に
変
更

と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
 

◆
所
得
割
の
軽
減
 

　
公
的
年
金
収
入
額
が
２
１
１
万
円
ま

で
の
人
な
ど
、
平
成
20
年
中
の
総
所
得

金
額
等
が
91
万
円
以
下
の
人
は
、
平
成

20
年
度
と
同
様
、
所
得
割
額
が
50
％
軽

減
さ
れ
ま
す
。
 

◆
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
加
入
日
の
前

日
に
被
用
者
保
険
（
注
２
）
の
被
扶

養
者
で
あ
っ
た
人
の
保
険
料
軽
減
 

　
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
加
入
日
か
ら

２
年
間
は
「
所
得
割
」
の
負
担
は
な
く
、

平
成
21
年
度
は
「
均
等
割
（
年
額
５
万

９
３
５
円
）
」
が
９
割
軽
減
さ
れ
ま
す
。
 

　
平
成
20
年
度
は
、
半
年
間
保
険
料
が

減
免
さ
れ
て
い
た
た
め
、
保
険
料
は
年

額
２
、
５
４
０
円
で
し
た
が
、
平
成
21

年
度
は
、
年
額
５
、
０
９
０
円
に
な
り

ま
す
。
 

注
２
…
被
用
者
保
険
と
は
、
全
国
健
康

保
険
協
会
管
掌
保
険
、
組
合
管
掌
健
康

保
険
、
船
員
保
険
、
共
済
組
合
を
さ
し

ま
す
。
国
民
健
康
保
険
・
国
民
健
康
保

険
組
合
は
該
当
し
ま
せ
ん
。
 

問
い
合
わ
せ
先
 

　
　
国
保
年
金
課
医
療
担
当
 

!
（
５
８
０
）
１
８
４
７
  

平成21年度　後期高齢者医療（長寿医療）保険料  

  ◆
均
等
割
の
軽
減
 

　
一
定
の
基
準
以
下
の
世
帯
所
得
の
少

な
い
人
、
後
期
高
齢
者
医
療
（
長
寿
医

　
 

療
）
制
度
加
入
日
の
前
日
ま
で
被
用
者

保
険
（
社
会
保
険
な
ど
）
の
被
扶
養
者

で
あ
っ
た
人
に
つ
い
て
は
、
保
険
料
が

軽
減
さ
れ
ま
す
。
 

 

均等割額の 

軽 減 割 合  

軽減後の均等 

割額（年額） 

同一世帯内の被保険者及び世帯主の軽減対象所得金額（注1）の 

合計額 

保
険
料
の
軽
減
 

注１…軽減対象所得金額は、基本的に総所得金額等と同じですが、公的年金等収入
の場合、「公的年金等収入-公的年金等控除-15万円」となるなど、例外が
あります。 

※平成20年度の8.5割軽減は、国の見直し方針に基づき、７割軽減を拡大したもの
でした。平成21年度は、前年中の所得状況と変動がない場合でも、所得に応じて
９割軽減になる人と７割軽減になる人がいます。 

【33万円（基礎控除額）】以下で、かつ、【被保険者全員が
年金収入80万円以下（その他各種所得がない）】 

【33万円（基礎控除額）】以下 

【33万円（基礎控除額）+24.5万円×被保険者（世帯主を
除く）数】以下 

【33万円（基礎控除額）+35万円×被保険者数】以下 

9割軽減 

7割軽減 

5割軽減 

2割軽減 

5,093

15,280

25,467

40,748
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